
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
〇
五
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利ペ

ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー

甲
斐　

素
直　

翻
訳
監
修

栗
島　

智
明　
　
　
　

訳

〔
初
等
・
中
等
の
〕
学
校
お
よ
び
大
学
に
お
け
る
「
教
育
（B

ildung

）
を
受
け
る
権
利
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
挑

戦
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、B

ildung

は
並
は
ず
れ
て
複
雑
な
概
念
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
・
社
会
学
的
・
文
化
的
な
要
素
に
依
存
し
て
お

り
、
そ
れ
は
、
文
脈
や
利
益
関
心
に
応
じ
て
実
に
様
々
な
内
容
を
与
え
ら
れ
う
る
概
念
で
あ
る
。B

ildung

は
、U

nterrichtung

以
上

の
も
の
で
あ
り
、E

rziehung

に
比
べ
る
と
、
よ
り
相
互
作
用
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。B

ildung

に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ

る
個
々
の
人
間
の
、
理
想
的
に
は
一
生
涯
に
わ
た
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
ひ
と
は
自
身
の
精
神
面
、
文
化
面

な
ら
び
に
生
活
実
用
面
の
能
力
を
獲
得
・
展
開
し
、
さ
ら
に
は
、
人
格
的
・
社
会
的
能
力
を
、
よ
り
完
全
な
も
の
へ
と
近
づ
け
る
。

〔B
ildung

と
い
う
〕
こ
の
ド
イ
ツ
語
特
有
の
概
念
は
、
す
で
に
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
〔
注
：
中
世
ド
イ
ツ
の
神
秘
主
義
思
想

翻　

訳

五
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
〇
六
）

家
〕
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
言
葉
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
翻
訳
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。B

ildung

の
概
念
は
、
周
知
の
ご
と
く
、

一
九
世
紀
初
期
に
決
定
的
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
に
、
観
念
主
義
（Idealism

us

）
に
よ
っ
て
、B

ildung

概
念
は

主
観
的
な
も
の
へ
と
転
化
し
、
さ
ら
に
、
Ｗ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
が
、
そ
れ
を
綱
領
的
（program

m
atisch

）
な
も
の
へ
と
変
化
さ
せ

た
。B

ildung
の
本
質
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は

│
そ
れ
が
、
非
常
に
古
い
見
解
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず

│
相
変
わ
ら
ず
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
あ
る
。

「
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
あ
る
種
の
知
識
が
ま
さ
に
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
誰
に
も
欠
け
て
は
な
ら
な
い
よ

う
な
、
考
え
方
や
人
格
に
つ
い
て
の
あ
る
種
のB

ildung

が
存
在
す
る
。
何
人
も
、
自
分
が
、
そ
の
特
定
の
職
業
に
か
か
わ
り
な

く
、
善
良
で
行
儀
の
よ
い
、
身
分
相
応
に
啓
蒙
さ
れ
た
人
間
で
あ
り
市
民
で
あ
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
善
き
職
人
や
、
商
人
、
軍

人
、
実
業
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
、
学
校
教
育
が
彼
に
与
え
る
な
ら
ば
、
職

業
の
た
め
に
必
要
な
特
別
な
能
力
は
、
あ
と
に
た
や
す
く
獲
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
彼
は
、
人
生
で
し
ば
し
ば
生
じ
る

こ
と
だ
が
、
あ
る
職
か
ら
次
の
職
へ
と
変
え
る
自
由
を
常
に
保
持
す
る
の
で
あ
る

（
1
）

。」

法
お
よ
び
法
学
は
、
多
く
の
ラ
ン
ト
憲
法
を
一
瞥
す
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
こ
の
理
解
と
の
関
係
を
決
し
て
断
つ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

点
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
示
唆
に
富
む
の
は
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
一
三
一
条
一
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
学

校
は
、
知
識
（W

issen

）
と
技
能
（K

önnen

）
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
心
情
（H

erz

）
と
人
間
性
（C

harakter

）
を
涵
養
（bilden

）
す
べ

き
で
あ
る
、
と
。
他
方
で
同
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
神
へ
の
畏
敬
、
宗
教
的
信
条
や
人
間
の
尊
厳
へ
の
敬
意
、
自
制
（S

elbst-

五
四



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
〇
七
）

beherrschung

）、
責
任
感
な
ら
び
に
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
他
者
へ
の
親
切
心
（H

ilfsbereitschaft

）、
あ
ら
ゆ
る
真
・
善
・
美
に
対

し
て
開
か
れ
た
心
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
、
自
然
と
環
境
に
対
す
る
責
任
意
識
が
、B

ildung

の
最
上
級
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

B
ildung

を
こ
れ
よ
り
も
美
し
く
表
現
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
利
と
し
て
、
す
な
わ
ち
個
人
が
国
家
に

対
し
て
有
す
る
提
訴
可
能
な
請
求
権
と
し
て
、B

ildung

を
改
鋳
す
る
（ausm

ünzen

）
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、B

ildung

の
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ
な
い
場
合
に
補
償
を
求
め
る
権
利
が
生
じ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
体
い
つ
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
以
下
で
は
、「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
に
つ
き
、
基
本
法
上
の
規
準
（
一
）、
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
規
準
（
二
）、

Ｅ
Ｕ
法
な
ら
び
に
国
際
法
上
の
規
準
（
三
）
を
叙
述
し
、
こ
の
「
権
利
」
の
輪
郭
を
略
述
し
た
（
四
）
の
ち
、
い
く
つ
か
の
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
問
題
に
そ
れ
を
応
用
す
る
（
五
）。
そ
し
て
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
有
す
る
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
意
義
に
つ
い
て
の
若
干
の
コ
メ

ン
ト
を
も
っ
て
、
考
察
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
（
六
）。

一　

基
本
権
が
定
め
る
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
大
枠
条
件

（
一
）
社
会
的
基
本
権
を
め
ぐ
る
議
論

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
ド
イ
ツ
の
国
法
学
は
、
社
会
的
基
本
権
を
基
本
法
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
、
一
般
に
疑
い
の
目
を
向
け
て
い

た
。
ま
た
個
別
的
に
も
、
教
育
を
受
け
る
権
利
を
取
り
込
む
こ
と
に
対
し
、
多
く
の
者
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
は
、
社
会

的
基
本
権
を
断
念
し
た
こ
と
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
の
距
離
な
ら
び
に
基
本
法
の
暫
定
性
を
強
調
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

一
九
七
〇
年
代
に
再
び
盛
り
上
が
っ
た
議
論
も
、
再
統
一
後
の
議
論
も
、
ど
ち
ら
も
失
敗
に
終
わ
っ
た

（
2
）

。
再
統
一
を
契
機
と
し
て
、
統
一

条
約
五
条
は
、
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
の
合
同
憲
法
委
員
会
に
対
し
て
、

│
社
会
的
基
本
権
で
は
な
く

│
国
家
目
標
規
定

五
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
〇
八
）

（S
taatszielbestim

m
ungen

）〔
注
：
現
在
お
よ
び
将
来
の
国
家
活
動
の
課
題
と
方
向
性
に
つ
き
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
確
定
す
る
憲
法
規

範
〕
の
採
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
委
託
し
た
。
ハ
ン
ス
│

ユ
ル
ゲ
ン
・
パ
ー
ピ
ア
は
、
そ
の
点
を
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
い

る
。

「
結
果
的
に
、
社
会
的
基
本
権
を
導
入
す
る
と
い
う
提
案
は
、
専
門
家
委
員
会
に
お
い
て
圧
倒
的
多
数
に
よ
り
否
認
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
種
々
の
社
会
的
国
家
目
標
を
定
式
化
し
よ
う
と
い
う
提
案
は
、
部
分
的
に
多
数
を
占
め
た
が
、
必
要
と
さ
れ
る

三
分
の
二
の
特
別
過
半
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
的
に
専
門
家
委
員
会
は
、
社
会
的
基
本
権
と
社
会
的
国
家
目
標
の
ど

ち
ら
に
つ
い
て
も
推
薦
し
な
か
っ
た

（
3
）

。」

こ
れ
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
と
り
わ
け
次
の
二
つ
の
理
由
で
あ
る
。
一
つ
は
、
品
質
の
劣
っ
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
命
題
で
し

か
な
い
権
利
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
基
本
権
を
相
対
化
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
防
禦
権
の
厳
格
さ
や
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
基
本
権
の
威

厳
を
弱
め
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
ら
が
規
範
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
、
政
治
的
プ

ロ
セ
ス
の
さ
ら
な
る
司
法
化
、
な
ら
び
に
憲
法
裁
判
権
へ
の
重
心
移
動
が
さ
ら
に
進
む
こ
と
を
恐
れ
た
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

（
二
）
基
本
権
に
よ
る
構
築
の
試
み

も
ち
ろ
ん
、
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
解
釈
の
過
程
で
実
践
的
対
策
を
講
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
奇
跡
的
な
経
済
復
興

（W
irtschaftsw

under

）
の
経
験
が
い
ま
だ
記
憶
に
新
し
く
、
と
り
わ
け
楽
観
的
で
あ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
防
禦
権
と
し
て
構
想
さ

五
六



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
〇
九
）

れ
た

│
そ
の
時
代
、
客
観
的
側
面
で
は
ま
だ
完
全
に
は
発
展
し
て
い
な
か
っ
た

│
基
本
権
か
ら
、
積
極
的
地
位
（status positivus （

4
）

）

の
意
味
で
の
直
接
的
配
分
請
求
権
（unm

ittelbare T
eilhaberechte

）
が
、
い
ま
に
も
導
き
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
、

一
九
七
二
年
七
月
一
八
日
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
・
第
一
法
廷
に
よ
り
下
さ
れ
た
大
学
入
学
定
員
判
決
が
、
頂
点
を
成
し
て
い
る
。
こ
の
具

体
的
事
案
で
は
、
一
般
的
平
等
条
項
（
基
本
法
三
条
一
項
）、
職
業
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
一
項
）
な
ら
び
に
社
会
国
家
原
理
（
基
本
法
二
〇

条
一
項
）
か
ら
導
き
出
す
か
た
ち
で
、
直
接
的
配
分
請
求
権
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た

（
5
）

。
と
は
い
え
裁
判
所
は
実
際
に
は
、
直
接
的
配
分

請
求
権
を
、「
個
人
が
合
理
的
に
（vernünftigerw

eise

）
社
会
に
要
求
し
う
る
と
い
う
意
味
で
の
可
能
性
の
留
保

（
6
）

」
に
よ
っ
て
制
約
し
て

お
り
、
そ
の
点
で
十
分
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
人
間
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
）
お
よ
び
社
会
国
家
原
理
（
基
本
法
二
〇
条
一
項
）
か
ら
直
接

導
き
出
さ
れ
る
、
最
低
限
度
の
生
存
を
求
め
る
権
利
（A

nspruch auf das E
xistenzm

inim
um

）
と
い
う
例
外
事
案
を
除
け
ば

（
7
）

、
今
日
に
至

る
ま
で
裁
判
所
は
そ
の
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

（
ａ
）　

学
校
の
領
域
で
、
基
本
法
二
条
一
項
〔
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
〕
か
ら
導
か
れ
う
る
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
が
存
在
す

る
か
否
か
と
い
う
問
い
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ギ
ム
ナ
ー
ジ
ウ
ム
上
級
学
年
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
、
明
示
的
に
未
解
決
の
ま
ま

と
し

（
8
）

、
そ
れ
以
降
、
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
お
よ
び
職
業
上
の
発
達
を
妨
げ

る
よ
う
な
措
置
に
つ
い
て
、
一
般
的
人
格
権
や
、
場
合
に
よ
っ
て
基
本
法
一
二
条
一
項
〔
職
業
の
自
由
〕
に
も
照
ら
し
て
審
査
を
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、

│
か
な
り
無
頓
着
に
も
行
政
裁
判
所
が
は
じ
め
か
ら
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
と
表
現
し
て
い
た

│
生
徒
の
学
習
発

達
（B

ildungsentw
icklung

）
に
関
す
る
諸
基
準
を
定
め
た

（
9
）

。

（
ｂ
）　

た
だ
し
、
学
校
の
外
で
も
子
供
の
発
達
は
促
進
さ
れ
う
る
た
め
、〔
基
本
法
七
条
四
項
の
〕
私
立
学
校
〔
設
立
〕
の
自
由

（P
rivatschulfreiheit

）
も
ま
た
、
教
育
を
受
け
る
権
利
と
の
結
節
点
を
示
す
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
ま
ず
、
就
学
を
義
務
づ
け
ら

＊
訳
注
一

五
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
一
〇
）

れ
た
子
供
を
持
つ
親
は
、
子
供
の
教
育
に
関
す
る
「
自
然
的
権
利
」
を
有
す
る
が
（
基
本
法
六
条
二
項
）、
そ
の
権
利
は
、
公
立
学
校
に
お

い
て
、
同
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
国
家
の
教
育
任
務
（E

rziehungsauftrag

）
と
直
面
す
る
。
さ
ら
に
親
に
は
、
公
立
学
校
制
度
の
形
成
に

際
し
て
、
教
育
学
的
な
い
し
宗
派
的
な
意
味
で
の
共
同
発
言
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
親
が
、
基
本
法
七
条
四
項
に
よ
っ

て
、
学
校
で
の
教
育
に
関
す
る
親
の
権
利
と
「
選
択
権
」
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
基
本
法
六

条
二
項
と
結
び
つ
い
た
七
条
四
項
は
、
子
供
を
私
立
学
校
に
入
学
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
自
分
の
教
育
観
念
を
実
現
さ
せ
る
と
い
う
権
利

（
な
い
し
基
本
権
）
を
親
に
与
え
る

（
10
）

。
そ
の
権
利
は
、
基
本
法
二
条
一
項
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
子
供
の
教
育
を
受
け
る
権
利
に
、
必
ず

し
も
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
理
念
的
に
は
対
応
す
る
。

私
立
学
校
に
子
供
を
通
わ
せ
る
と
い
う
選
択
を
す
る
親
が
ま
す
ま
す
増
え
て
お
り
、
彼
ら
は
公
立
学
校
に
背
を
向
け
る
。
我
々
の
社
会

の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
、
ラ
ン
ト
で
の
政
権
交
代
後
、
い
つ
も
は
じ
め
に
学
校
改
革
に
着
手
し
た
が
る
と
い
う
政
治
の
致
命

的
傾
向
に
よ
り
、
と
り
わ
け
旧
東
ド
イ
ツ
の
諸
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
私
立
の
代
替
学
校
の
数
が
、
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
る
。

こ
れ
は
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
学
校
は
、
我
々
の
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
離
れ
よ
う
と
す
る
個
々
の
部
分
を
統
合
し

う
る
唯
一
の
国
家
機
関
で
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
学
校
は
教
育
任
務
（B

ildungsauftrag

）
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
機
関
を
、
社
会
は
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
国
家
に
承
認
さ
れ
る
〔
私
立
〕
代
替
学
校
の
設
立
に
関
す
る
形
式
的

／
実
質
的
要
求
（
基
本
法
七
条
四
項
）
や
、
基
本
法
七
条
五
項
に
よ
る
国
民
（
代
替
）
学
校
の
厳
し
い
制
限
を
通
じ
て
、
公
立
学
校
シ
ス
テ

ム
か
ら
の
脱
却
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
助
成
を
削
減
し
た
り
、
よ
り
厳
し
い
助
成
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
そ
の
他

の
事
務
的
ハ
ー
ド
ル
を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
公
立
学
校
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
教
育
任
務
の
達
成
が
長
期
的
に

よ
り
う
ま
く
い
く
よ
う
約
束
す
る
の
は
、「
学
校
の
平
和
（S

chulfrieden

）」〔
注
：
学
校
制
度
に
つ
い
て
の
政
治
的
闘
争
が
一
定
期
間
行

＊
訳
注
二

＊
訳
注
三

五
八



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
一
一
）

わ
れ
な
い
状
態
の
こ
と
〕
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
二
〇
一
一
年
に
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
│

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
で
な
さ
れ
た
取
り
決

め
の
模
範
に
な
ら
う
か
、
さ
ら
に
よ
い
の
は
、〔
学
校
制
度
に
関
す
る
規
定
を
〕
ラ
ン
ト
憲
法
に
条
文
上
明
記
す
る
こ
と
で
あ
る

（
11
）

。

（
ｃ
）　

大
学
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
基
本
法
一
二
条
一
項
の
文
言
か
ら
、〔
大
学
を
含
む
〕
養
成
所
（A

usbildungsstätte

）
を

自
由
に
選
択
す
る
権
利
が
導
か
れ
る
。
こ
の
保
障
か
ら
は
、

│
場
合
に
よ
っ
て
社
会
国
家
原
理
や
一
般
的
平
等
条
項
と
も
結
び
つ
い
て

│
あ
ら
ゆ
る
基
本
権
保
持
者
に
対
し
、
自
分
が
選
択
し
た
大
学
で
の
勉
学
を
認
め
ら
れ
る
権
利
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
人
が
望
む

大
学
で
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
課
程
（S

tudiengang

）
に
つ
い
て
、
本
人
の
適
格
性
と
は
無
関
係
に
、
そ
こ
か
ら
確
定
的
に
排
除
す
る
こ

と
は
、

│
そ
れ
が
職
業
の
資
格
に
結
び
つ
く
限
り
に
お
い
て

│
職
業
選
択
の
客
観
的
制
約
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
格
別
重
要
な

公
共
の
利
益
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
目
的
で
の
み
、
認
め
ら
れ
る

（
12
）

。
こ
の
こ
と
は
、
法
学
に
お
け
る
四
〇
年
前
か
ら
の
共
有
財
産
で

あ
る
が
、
近
時
に
お
け
る
連
続
課
程
の
新
設
や
、
種
々
の
私
立
大
学
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
た
な
重
要
性
を
獲
得
し
て
い
る
。

基
本
法
一
二
条
一
項
の
名
宛
人
は
、
公
的
主
体
（die öff entliche H

and

）
で
あ
る
（
基
本
法
一
条
三
項
）。
そ
れ
に
対
し
、
私
人
は
拘
束

さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

│
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
や
、
最
近
設
立
さ
れ
た
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
の
Ｅ
Ｂ
Ｓ

ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
示
す
よ
う
に

│
か
ね
て
よ
り
私
人
が
、
大
学
の
分
野
や
、
さ
ら
に
法
曹
養
成
に
お
い
て
さ
え
も
、
ま
す
ま
す
重
要

性
を
増
し
て
き
て
い
る
。
基
本
法
も
、
ま
た
大
半
の
ラ
ン
ト
憲
法
も
、
私
立
大
学
の
設
立
に
つ
い
て
特
別
な
法
的
ハ
ー
ド
ル
を
課
し
て
い

な
い
が
、
私
立
大
学
に
お
け
る
学
生
の
面
倒
見
は
国
立
大
学
に
比
し
て
明
ら
か
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
は
、
私
立
大
学
へ
の
機
会

に
お
い
て
平
等
な
ア
ク
セ
ス
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

＊
訳
注
四

＊
訳
注
五
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
一
二
）

二　

教
育
を
受
け
る
権
利
の
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
根
拠

（
一
）
現
状

基
本
法
を
生
ん
だ
親
た
ち
と
は
異
な
り
、
ラ
ン
ト
憲
法
の
制
定
者
た
ち
は
、
一
九
四
九
年
以
前
も
、
ま
た
一
九
九
〇
年
以
後
も
、
社
会

的
基
本
権
を
条
文
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
疑
念
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
、
教
育
を
受

け
る
一
般
的
権
利
の
保
障
は
、
文
言
は
様
々
で
あ
る
が
、
次
の
ラ
ン
ト
憲
法
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
ー
デ
ン
│

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

（
一
一
条
）、
バ
イ
エ
ル
ン
（
一
三
八
条
）、
ベ
ル
リ
ン
（
二
〇
条
）、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
（
二
九
条
）、
ブ
レ
ー
メ
ン
（
二
七
条
）、
ニ
ー
ダ
ー

ザ
ク
セ
ン
（
四
条
）、
ザ
ク
セ
ン
│

ア
ン
ハ
ル
ト
（
二
五
条
一
項
）、
そ
し
て
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
（
二
〇
条
）
で
あ
る
。
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
│

フ
ォ
ア
ポ
メ
ル
ン
憲
法
は
、
少
な
く
と
も
教
育
制
度
に
お
け
る
機
会
の
平
等
を
保
障
し
て
お
り
（
八
条
）、
ザ
ク
セ
ン
憲
法
は
、
公
的
教

育
機
関
へ
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
て
い
る
（
二
九
条
二
項
）。
他
方
で
、
ヘ
ッ
セ
ン
（
五
五
条
以
下
）、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
│

ヴ
ェ
ス
ト

フ
ァ
ー
レ
ン
（
六
条
、
七
条
以
下
）、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
│

プ
フ
ァ
ル
ツ
（
二
七
条
以
下
）
お
よ
び
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
（
二
六
条
以
下
）
は
、
教
育
制

度
・
学
校
制
度
・
大
学
制
度
に
つ
い
て
、
広
範
で
あ
る
が
制
度
に
向
け
ら
れ
た
保
障
だ
け
を
行
っ
て
い
る
。

（
二
）
基
本
法
上
の
規
準
の
些
細
な
変
化
形

そ
う
す
る
と
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
保
障
は
、
実
際
に
は
い
っ
た
い
何
を
な
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
浮
か
ぶ
。

例
え
ば
基
本
法
一
二
条
一
項
〔
職
業
の
自
由
〕
な
い
し
二
条
一
項
〔
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
〕
の
客
観
的
価
値
決
定
に
つ
い
て
の
議

会
法
律
に
よ
る
内
容
形
成
に
依
存
し
た
、
そ
の
限
り
で
派
生
的
な
、
基
本
法
上
の
派
生
的
配
分
請
求
権
（derivative T

eilhabeansprüche

）

六
〇



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
一
三
）

よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
〔
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
〕
保
障
は
、
多
く
の
内
実
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

こ
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
、

そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
一
二
八
条
一
項
に
関
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ

れ
た
、
比
較
的
広
範
囲
に
及
ぶ
判
例
を
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

（
ａ
）　

バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、

│
た
し
か
に
そ
れ
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
あ
ら
ゆ
る

住
民
に
対
し
て
、
自
己
が
有
す
る
証
明
さ
れ
た
能
力
や
内
的
使
命
に
対
応
し
た
養
成
（A

usbildung

）
を
受
け
る
請
求
権
を
明
示
的
に
付

与
し
て
い
る
が
（
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
一
二
八
条
一
項
）

│
バ
イ
エ
ル
ン
に
対
し
、
た
と
え
ば
大
学
の
〔
さ
ら
な
る
〕
学
生
定
員
枠
を
創
設

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
よ
う
な
、
本
源
的
配
分
請
求
権
（originäres T

eilhaberecht

）
を
含
む
も
の
で
は
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
〔
前
述
の
〕
大
学
入
学
定
員
判
決
に
依
拠
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
合
理
的

に
考
え
れ
ば
、
自
己
が
望
む
、
あ
る
い
は
自
己
に
と
っ
て
適
切
な
養
成
を
誰
も
が
受
け
ら
れ
る
ほ
ど
多
く
の
養
成
所
（A

us-

bildungsstätten

）
を
設
立
す
る
よ
う
、
国
家
は
義
務
付
け
ら
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る

（
13
）

。
そ
れ
ほ
ど
過
度
の
義
務
付
け
は
、
多
種
多
様
の
国

家
任
務
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
国
家
の
租
税
能
力
お
よ
び
財
政
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
し
ま
い
、
財
政
管
理
な
ら
び
に
財
政
均
衡
に
関
す

る
憲
法
上
の
諸
規
定
（
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
七
八
条
以
下
）
と
調
和
し
が
た
い
と
さ
れ
る

（
14
）

。

実
際
に
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
国
家
目
標
規
定
な
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
化
に
あ
た

り
、
国
家
に
は
広
範
な
形
成
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
。
憲
法
は
国
家
に
対
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
教
育
機
関
の
資
金
調
達
と
、
す
で
に
用
意
さ

れ
た
大
学
の
学
生
定
員
枠
の
資
金
調
達
に
つ
い
て
の
決
定
を
も
委
ね
て
い
る
。
今
日
で
は
再
び
、
他
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
で
普
通
の

こ
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
は
そ
の
資
金
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
国
庫
の
み
か
ら
ま
か
な
っ
て
も
よ
い
し
、
あ
る
い
は
、〔
大
学
生

を
含
む
〕
研
修
生
（A

uszubildende

）
を
、
資
金
調
達
に
加
わ
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
学
の
学
生
定
員
枠
を
無
料

＊
訳
注
六

六
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
一
四
）

で
用
意
す
る
よ
う
求
め
る
権
利
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
一
二
八
条
一
項
か
ら
は
導
き
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、

│
基
本
法
一
二
条
一
項
と
同
様
に

│
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
一
二
八
条
一
項
か
ら
生
じ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、

す
で
に
存
在
す
る
大
学
の
学
生
定
員
枠
へ
の
、
機
会
に
お
い
て
平
等
な
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
個
人
の
提
訴
可
能
な
権
利
で
あ
り
、
そ
こ
で

の
勉
学
の
条
件
は
、
す
べ
て
の
生
活
領
域
に
対
す
る
国
家
の
全
体
責
任
に
鑑
み
れ
ば
、
国
家
が
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
15
）

。
こ
の

こ
と
は
、
他
の
ラ
ン
ト
に
お
け
る
法
状
況
と
一
致
す
る
。
ラ
ン
ト
憲
法
〔
の
規
定
〕
が
初
め
か
ら
機
会
平
等
の
保
障
の
み
に
限
定
さ
れ
て

い
る
場
合
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
、
方
法
に
お
い
て
正
当
な
解
釈
の
結
果
で
あ
る
に
せ
よ
。

（
ｂ
）　

し
た
が
っ
て
、「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
る
保
障
は
、
第
一
義
的
に
は
国
家
目
標
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

特
別
な
国
家
任
務

（
16
）

や
制
度
的
保
障
（institutionelle G

arantien

）、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
の
特
別
な
資
格
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。

三　

Ｅ
Ｕ
法
お
よ
び
国
際
法
上
の
規
準

Ｅ
Ｕ
法
お
よ
び
国
際
法
が
、「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
に
つ
い
て
の
規
準
を
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
は
な
い
が
、

そ
れ
ら
の
規
準
が
有
す
る
規
律
力
（D

irektionskraft

）
は
、
絶
え
ず
増
し
て
き
て
い
る
。

（
一
）
Ｅ
Ｕ
法
上
の
規
準

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
は
、
実
践
的
観
点
か
ら
は
と
り
わ
け
Ｅ
Ｕ
市
民
権
か
ら
導
か
れ
る
、
奨
学
金

（
17
）

と
社
会
保
障

（
18
）

へ
の
ア
ク
セ
ス
権
が
、
教
育

を
受
け
る
権
利
に
新
た
な
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
個
人
化
を
促
進
す
る
。
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
観
点
か
ら
は
、
多
く
の
こ
と

か
ら
、
と
く
に
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
一
四
条
一
項
〔
教
育
を
受
け
る
権
利
／
職
業
上
の
養
成
・
継
続
的
養
成
を
受
け
る
権
利
〕
の
規
定
が
議

六
二



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
一
五
）

論
を
新
た
に
か
き
立
て
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ａ
）　

周
知
の
よ
う
に
、
社
会
的
基
本
権
の
問
題
領
域
に
つ
い
て
の
支
配
的
な

（
19
）

ド
イ
ツ
の
見
解
を
、
基
本
権
憲
章
に
も
用
い
よ
う
と
す

る
試
み
は
、
か
な
り
早
く
、
そ
れ
も
か
な
り
無
惨
な
形
で
挫
折
し
た
。
そ
れ
に
は
特
に
、
次
の
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

ま
ず
、
直
接
的
に
妥
当
す
る
防
禦
権
と
派
生
的
な
配
分
請
求
権
と
の
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
区
別
に
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
前
提
が
存
在
し
、

他
の
加
盟
国
で
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
の
他
の
加
盟
国
、
な
い
し
ド
イ
ツ
法
領
域

の
外
に
あ
る
加
盟
国
で
、
我
々
と
比
肩
し
う
る
ほ
ど
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
満
ち
た
、
し
か
し
時
と
し
て
過
度
に
肥
大
し
た
基
本
権
の
構
想
を
用

い
う
る
国
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
仲
間
〔
の
国
々
〕
は
、
我
々
が
、
基
本
権
の
直
接
的
妥
当
と
間
接
的
な
第
三
者
効
力
と
の
カ
テ

ゴ
リ
カ
ル
な
区
別

（
20
）

に
つ
い
て
正
当
な
売
り
込
み
を
し
て
も
、
耳
を
傾
け
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
細
分
化
さ
れ
て
い

な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
生
ず
る
、
機
能
法
的
な
帰
結
に
つ
い
て
警
告
し
て
も
、
彼
ら
は
聞
こ
う
と
し
な
い
の
だ

│
そ
の
よ
う
な
帰

結
が
、
垂
直
的
な
画
一
化
を
志
向
す
る
基
本
権
の
効
力
に
よ
る
も
の
か

（
21
）

、
そ
れ
と
も
決
定
管
轄
を
司
法
へ
と
水
平
的
に
移
動
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
か
に
か
か
わ
ら
ず
。

二
つ
目
の
理
由
は
、
Ｅ
Ｕ
へ
の
さ
ら
な
る
正
当
性
の
移
譲
に
対
す
る
希
望
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
的
基
本
権
を
条
文
上
明
記
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
的
モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
明
ら
か
な
支
持
表
明
を
お
こ
な
い
、
積
極
的
な
基
本
権
政
策
の
基
礎
を
創

出
し
た
い
と
い
う
望
み
で
あ
っ
た

（
22
）

。

ド
イ
ツ
の
代
表
者
た
ち
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
人
々
と
は
異
な
り
、
種
々
の
法
的
進
路
決
定
の
長
期
的
な
帰
結

に
つ
い
て
熟
慮
し
た
り
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
ら
の
帰
結
に
つ
い
て
必
要
な
重
み
を
伴
っ
て
政
治
的
評
価
に
組
み
入
れ
る
と
い
っ
た
傾
向
を

ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
す
べ
て
が
上
手
く
い
く
だ
ろ
う
と
信
頼
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、

六
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
一
六
）

六
〇
年
以
上
に
わ
た
り
基
本
法
に
つ
い
て
発
展
し
て
き
た
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
、
そ
の
全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
か
な
り
の
部
分

に
お
い
て
、
わ
き
に
追
い
や
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
す
べ
て
の
点
で
遺
憾
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
多
く
の
部

分
に
つ
い
て
は
全
く
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

（
ｂ
）　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
〇
〇
〇
年
に
告
示
さ
れ
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
第
一
次
法
へ
と
格
上
げ
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
（
参
照
、

Ｅ
Ｕ
条
約
六
条
一
項
）、
数
多
く
の
社
会
的
基
本
権
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
も
含
ま
れ
る
。
欧
州
基
本

権
憲
章
一
四
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
何
人
も
、
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
し
、
職
業
上
の
養
成
な
ら
び
に
継
続
的
養
成
へ
と
ア
ク
セ
ス
す
る

権
利
を
有
す
る
。
同
条
二
項
は
さ
ら
に
、
学
校
で
の
義
務
教
育
に
無
償
で
参
加
す
る
権
利
を
付
け
加
え
る
。

こ
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
が
正
確
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
、
現
時
点
で
は
判
断
し
が
た
い
。
た
し
か
に
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲

章
五
一
条
二
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
こ
の
憲
章
は
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
を
越
え
て
Ｅ
Ｕ
法
の
妥
当
領
域
を
拡
張
す
る
も
の
で
も
な
く
、

Ｅ
Ｕ
に
新
た
な
権
限
や
任
務
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
も
な
く
、
両
条
約
〔
注
：
Ｅ
Ｕ
条
約
と
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
を
指
す
〕
で
定
め
ら
れ
た
権

限
お
よ
び
任
務
を
変
更
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
、
そ
れ
を
自
身
に
向
け
ら
れ
た
境
界
画
定
と
し
て
理

解
す
る
か
否
か
は
、
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
五
一
条
一
項
一
文
の
明
示
的
規
定
に
反
し
て
Ｅ
Ｒ
Ｔ
判
決
を
継
続
さ
せ

て
き
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
懐
疑
的
に
な
ろ
う

（
23
）

。
こ
の
こ
と
は
、
ク
ー
ン
・
レ
ー
ナ
ー
ツ
（K

oen 

L
enaerts

）〔
注
：
ベ
ル
ギ
ー
の
大
学
教
授
で
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
判
事
〕
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
広
範

に
わ
た
る
研
究
の
な
か
で
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
〔
注
：
一
九
九
九
│

二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
活
動
し
た
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
起
草
の
た

め
の
専
門
家
委
員
会
〕
に
よ
る
解
説
〔
書
〕
へ
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
拘
束
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
（
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
五
二
条

七
項
）、
そ
の
〔
五
一
条
一
項
一
文
の
〕
文
言
の
明
確
な
表
現
に
関
し
て
は
わ
ず
か
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
主
要
な
基
本
権
発

＊
訳
注
七

六
四



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
一
七
）

展
と
結
び
つ
い
た
画
一
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
全
く
述
べ
て
い
な
い

（
24
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
差
別
禁
止
や
Ｅ
Ｕ
市
民
権
、
あ
る
い
は
、

│
た
と

え
ば
庇
護
権
の
分
野
に
お
け
る

│
第
二
次
法
〔
派
生
法
〕
と
結
び
つ
い
て
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
い
つ
の
日
か
、
我
々
の
学
説
に
お

け
る
細
や
か
な
境
界
づ
け
を
失
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
予
測
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
二
）
国
際
法
上
の
条
約

（
ａ
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
基
本
権
憲
章
の
規
準
に
付
け
加
わ
る
の
は
、

│
適
用
の
優
位
が
ま
だ
整
っ
て
は
い
な
い
が

│
欧
州

人
権
条
約
で
あ
る
。
欧
州
人
権
条
約
第
一
議
定
書
〔
以
下
、
単
に
「
第
一
議
定
書
」
と
す
る
〕
二
条
一
文
に
よ
れ
ば
、
何
人
に
対
し
て
も

教
育
を
受
け
る
権
利
が
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
他
方
、
同
条
二
文
は
、
就
学
義
務
の
枠
内
で
、
自
ら
の
宗
教
的
・
世
界
観
的
な
信
念
に

従
っ
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
親
の
権
利
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
、
締
結
国
に
対
し
義
務
付
け
て
い
る
。

〔
か
つ
て
〕
ベ
ル
リ
ン
に
住
む
あ
る
親
が
、
第
一
議
定
書
二
条
を
援
用
し
、
自
己
の
子
供
の
倫
理
の
授
業
へ
の
出
席
義
務
を
免
除
す
る

よ
う
求
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
│

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
住
む
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
親
が
、
性
教
育
、

カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
の
行
列
（F
aschingsum

züge

）
お
よ
び
演
劇
の
企
画
に
、
自
分
の
子
供
た
ち
を
参
加
さ
せ
な
い
よ
う
無
理
な
要
求
を
し
た

の
と
同
様
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
成
功
を
収
め
な
か
っ
た

（
25
）

。
む
し
ろ
全
く
逆
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
一
議

定
書
二
条
は
ま
さ
に
、
子
供
が
教
育
を
受
け
る
権
利
を
行
使
で
き
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
こ
と
を
国
家
に
そ
の
任
務
と
し
て
課
す
規
定
で
あ

る
、
と

（
26
）

。

（
ｂ
）　

最
後
に
、
お
そ
ら
く
教
育
を
受
け
る
権
利
の
お
よ
そ
最
も
広
範
囲
に
わ
た
る
保
障
と
し
て
、
経
済
的
・
社
会
的
お
よ
び
文
化
的

権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
〔
以
下
、「
国
際
人
権
Ａ
規
約
」
と
す
る
〕
一
三
条
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
す
る
。
同
条
一
項
に
お
い
て
、
締

六
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
一
八
）

約
国
は
次
の
こ
と
を
認
め
る
。

「
…
…
す
べ
て
の
者
が
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
。
締
約
国
は
ま
た
、
教
育
が
、
人
格
の
完
成
お
よ
び
人
格
の
尊
厳

に
つ
い
て
の
意
識
の
十
分
な
発
達
を
指
向
し
、
さ
ら
に
、
教
育
が
、
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
を
強
化
す
べ
き
こ
と
に
同

意
す
る
。
締
約
国
は
さ
ら
に
、
教
育
が
す
べ
て
の
者
に
対
し
、
自
由
な
社
会
に
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
は

ま
た
、
諸
国
民
の
あ
い
だ
、
お
よ
び
人
種
的
、
種
族
的
ま
た
は
宗
教
的
集
団
の
あ
い
だ
の
理
解
、
寛
容
お
よ
び
友
好
を
促
進
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
し
て
、
平
和
の
維
持
の
た
め
の
国
際
連
合
の
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
べ
き
こ
と
に
同
意
す

る
。」

こ
の
こ
と
は
、
引
き
続
き
二
項
か
ら
四
項
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
機
関
お
よ
び
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い

る
が

（
27
）

、
地
球
上
の
ほ
と
ん
ど
の
国
の
、
政
治
的
、
財
政
的
お
よ
び
行
政
組
織
的
な
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
締
約
国
が
、
同
条
に
拘
束
さ
れ
る

真
剣
な
意
思
を
有
し
て
い
る
の
か
、
疑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
学
説
で
の
支
配
的
見

解
（
28
）

に
反
し
、
幾
度
と
な
く
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
国
際
人
権
規
約
の
諸
規
定
は
、
そ
れ
が
、
文
言
、
目
的
お
よ
び
内
容
か
ら
し
て
、

国
内
的
規
定
と
同
様
に
、
法
的
効
果
を
発
揮
す
る
の
に
適
し
て
お
り
か
つ
十
分
特
定
性
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
さ
ら

な
る
規
範
的
な
詳
論
が
必
要
で
は
な
い
限
り
で
、
完
全
な
直
接
適
用
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る

（
29
）

、
と

（
30
）

。
し
か
し
実
際
に
は
、
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
範
囲
で
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
こ
ま
で
の
事
態
に
至
っ
た
こ
と
は
な
い
。

六
六



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
一
九
）

四　

過
少
保
護
禁
止
（U

nterm
aßverbot

）
お
よ
び
具
体
化
の
要
件

「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
は

│
ペ
ー
タ
ー
・
バ
ド
ゥ
ー
ラ
に
よ
れ
ば

│
、
な
に
よ
り
第
一
義
的
に
は
「
社
会
的
基
本
権
と
し
て
様

式
化
さ
れ
た
、
教
育
（B

ildung

）
と
養
成
（A

usbildung

）
と
を
機
会
に
お
い
て
平
等
に
保
障
す
る
と
い
う
国
家
の
任
務
で
あ
り
、
そ
れ
は

主
に
、
公
立
学
校
制
度
の
な
か
で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
制
度
の
特
定
の
施
設
な
い
し
制
度
形
成
に
つ
き
、
子
供
、
青
少

年
お
よ
び
親
が
有
す
る
主
観
的
な
憲
法
上
の
配
分
請
求
権
な
ら
び
に
給
付
請
求
権
は
、」

│
大
学
制
度
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
変
更
を

加
え
て
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
が

│
「
ラ
ン
ト
憲
法
の
明
示
的
保
障
に
よ
っ
て
も
、
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

（
31
）

」。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
真
実
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
は
や
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
ま
す
ま
す
ぼ
や
け
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
該
当
す
る
〔
教
育
に
か
か
わ
る
〕
基
本

権
が
、
既
存
の
教
育
の
提
供
の
拡
充
を
国
家
に
義
務
付
け
る
と
い
う
最
適
化
傾
向
（O

ptim
ierungstendenz

）
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
生
活
上
の
所
与
の
状
況
が
変
化
し
て
い
る
と
い

う
理
由
、
他
方
で
、
Ｅ
Ｕ
の
規
準
な
ら
び
国
際
的
規
準
は
、
批
准
の
段
階
で
は
そ
の
履
行
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

約
束
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
そ
の
点
の
模
範
例
と
し
て
、
大
学
の
学
費
の
許
容
性
に
関
す
る
法
学
的
論
争
の
際
の
最
も

厳
し
い
ハ
ー
ド
ル
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
国
際
人
権
Ａ
規
約
一
三
条
二
項
（
ｃ
）〔
参
照
、
前
掲
注
（
27
）〕
が
、
い
ま
一
度
指
摘
さ
れ
よ
う
。

（
一
）
教
育
に
固
有
の
生
存
最
低
限
度
（B

ildungsspezifi sches E
xistenzm

inim
um

）

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
法
源
（R

echtsquellen

）
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
過
少
保
護
禁
止
（U

nterm
aßverbot

）
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
が

＊
訳
注
八

六
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
二
〇
）

示
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
に
は
一
定
の
範
囲
で
主
観
的
公
権
が
対
応
す
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
基
本
権
に
つ
い
て
妥
当
す
る
が
、
教
育

を
受
け
る
権
利
が
基
本
権
に
よ
り
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
こ
で
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
お
そ
ら
く
、
基
本
法
二
〇
条
一

項
〔
の
社
会
国
家
原
理
〕
と
結
び
つ
い
た
同
法
一
条
一
項
〔
人
間
の
尊
厳
〕
か
ら
す
で
に
、
最
低
限
度
の
教
育
を
求
め
る
権
利
は
導
き
出

さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
も
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
が
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
れ

ら
の
規
範
か
ら
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の
保
障
へ
の
基
本
権
が
生
じ

（
32
）

、
さ
ら
に
こ
の
基
本
権
が
、

「
人
間
の
物
質
的
生
存
、
つ
ま
り
食
糧
、
衣
服
、
家
具
、
泊
ま
る
場
所
、
暖
房
、
衛
生
お
よ
び
健
康
（
…
…
）
だ
け
で
な
く
、

人
間
同
士
の
関
係
を
保
ち
、
社
会
的
、
文
化
的
な
ら
び
に
政
治
的
な
生
活
に
最
低
限
参
与
す
る
可
能
性
の
保
障
を
も
包
括
す
る
統

一
的
な
基
本
権
的
保
障
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る

（
33
）

」

と
す
れ
ば

│
そ
れ
は
人
間
が
、
人
と
し
て
必
然
的
に
社
会
的
関
連
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
だ
が

│
、
最

低
限
の
教
育
が
な
け
れ
ば
ま
た
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
は
不
可
能
で
あ
る
。
基
本
法
七
条
四
項
〔
私
立
学
校
設
立
の
自
由
〕
な
い

し
同
法
一
二
条
一
項
〔
職
業
の
自
由
〕
に
含
ま
れ
る
客
観
的
価
値
決
定
か
ら
は
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
が
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

私
立
の
代
替
学
校
な
い
し
私
立
大
学
が
、
少
な
く
と
も
最
低
限
度
、
存
続
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
私
立
学
校
に
関
連
し
た
こ
れ
ら
の
基
本
権
は
、
空
転
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
教
育
に
関
す
る
生
存
最
低
限
度
へ
の
特
別
な
請
求
権
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
ラ
ン
ト
憲
法
か
ら
導
か
れ
る
。
バ

イ
エ
ル
ン
の
よ
う
に
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
存
在
し
、
そ
し
て
ま
た
ラ
ン
ト
憲
法
が
、
若
者
の
教
育
に
つ
い
て
公
の
営
造
物

六
八



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
二
一
）

（öff entliche A
nstalten

）
を
通
じ
て
配
慮
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
場
合
に
は
（
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
一
三
三
条
一
項
一
号
）、
お
そ
ら
く
、

個
々
の
若
者
は
、
国
家
が
そ
の
よ
う
な
施
設
を
設
立
す
る
こ
と
へ
の
原
則
的
な
請
求
権
を
有
す
る
。
大
学
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
立
が
バ

イ
エ
ル
ン
で
は
同
じ
く
国
家
の
事
項
と
さ
れ
て
お
り
（
同
憲
法
一
三
八
条
一
項
一
文

（
34
）

）、
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
該
請

求
権
の
種
類
や
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
何
も
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

（
二
）
具
体
化
の
必
要
条
件

学
校
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ら
び
に
大
学
と
課
程
の
種
類
、
範
囲
、
方
針
な
ら
び
に
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
特
別
な
規
準
に
つ
い
て

は
留
保
す
る
と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
政
治
的
決
定
の
任
務
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
教
育
を
受
け
る
権
利
は
、
大
学
定
員
判
決
で
述
べ
ら
れ

た
よ
う
に
、
可
能
性
の
留
保
に
服
す
る
の
で
あ
る
。
比
較
的
小
さ
な
ク
ラ
ス
で
の
教
育
を
求
め
る
権
利

（
35
）

は
、
原
則
と
し
て
、
特
定
の
学
校

の
維
持
や
、
新
た
な
大
学
定
員
枠
の
創
設
と
同
様
、
教
育
を
受
け
る
権
利
に
よ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
す

で
に
存
在
す
る
教
育
機
関
へ
の
、
機
会
に
お
い
て
平
等
な
ア
ク
セ
ス
が
、
教
育
を
受
け
る
権
利
の

│
そ
れ
も
個
人
が
有
す
る
提
訴
可
能

な
権
利
と
し
て
の

│
、
核
心
を
形
成
し
て
い
る
。

五　

個
々
の
事
例

（
一
）
就
学
請
求
権
（A

nspruch auf S
chulbesuch

）

（
ａ
）　

教
育
を
受
け
る
権
利
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
国
家
〔
ラ
ン
ト
〕
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
学
校
が
、
要
求
し
う
る
距
離
内
に
存
在
し
、

そ
の
生
徒
に
と
っ
て
到
達
可
能
で
あ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
。
こ
れ
は
旧
東
ド
イ
ツ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
人
口
統
計
上
の
変
化

六
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
二
二
）

に
目
を
や
る
と
、
そ
の
保
障
に
よ
っ
て
、
近
距
離
の
公
的
交
通
機
関
に
対
す
る
よ
り
高
い
要
求
が
結
果
と
し
て
生
じ
う
る
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
よ
り
、
個
々
の
学
校
が
も
は
や
十
分
に
活
用
し
き
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
地
域
で
あ
ら
ゆ
る
学
校
類
型
を
維
持
す

る
よ
う
強
制
さ
れ
う
る
。

（
ｂ
）　
〔
子
供
の
〕
就
学
義
務
が
両
親
の
育
成
権
（E

rziehungsrecht

）
と
衝
突
す
る
場
合
に
お
い
て
、

│
基
本
法
七
条
四
項
お
よ
び

五
項
の
可
能
性
が
な
い
場
合
に

│
官
庁
と
裁
判
所
は
、
就
学
義
務
を
固
く
主
張
し
て
き
た
し
、
子
供
、
両
親
お
よ
び
国
家
と
い
う
多
極

的
法
関
係
の
な
か
で
、
国
家
の
教
育
任
務
（E

rziehungsauftrag

）
に
優
位
を
認
め
て
き
た
。
ホ
ー
ム
・
ス
ク
ー
リ
ン
グ
は
、
ド
イ
ツ
で
は

選
択
肢
と
な
ら
な
い

（
36
）

。
宗
教
的
理
由
か
ら
授
業
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
は
、
例
外
的
事
例
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る

（
37
）

。
そ
れ
は

通
例
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
つ
い
た
同
法
二
条
一
項
か
ら
導
か
れ
る
、
該
当
す
る
子
供
の
教
育
を
受
け
る
権
利
に
も
奉
仕
す
る
だ
ろ

う
。（

二
）
優
秀
な
生
徒
に
対
す
る
優
遇
措
置
と
統
合
教
育
（Inklusion

）

「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
は
、
そ
れ
を
越
え
て
、
教
育
制
度
の
細
分
化
さ
れ
た
内
容
形
成
を
要
求
す
る
。
こ
の
制
度
で
は
、
た
と
え
ば

優
秀
な
生
徒
に
対
し
て
、
平
均
を
超
え
た
発
達
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
を
挙
げ
る
と
、
そ
の
点
で
私
立
大
学

が
明
ら
か
に
優
れ
て
い
る
と
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、

│
基
本
法
一
二
条
一
項
の
基
本
権
に
関
す
る
国
家
の
保
護
義
務
の
表
れ
と
し
て

│
許
可
命
令
を
通
じ
、
そ
し
て
必
要
で
あ
れ
ば
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
、
困
窮
し
て
い
る
応
募
者
も
そ
こ
で
入
学
の
機
会
を
得

ら
れ
る
よ
う
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
一
二
八
条
二
項
は
、
優
秀
な
者
が
学
校
お
よ
び
大
学
へ
就
学
す
る
こ
と
を
、
必
要
と
あ
れ
ば
公
的
資
金
に

七
〇



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
二
三
）

よ
っ
て
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
そ
こ
で
は
、
一
般
的
な
生
活
維
持
費
の
み
で
な
く
、
大
学
に
通
う
た
め
に
納
付
さ
れ

る
べ
き
費
用
も
ま
た
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り

ま
で
数
世
紀
の
あ
い
だ
、
大
学
の
学
生
は
、
い
わ
ゆ
る
聴
講
料
（H

örgelder

）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り

（
38
）

、
そ
の
費

用
の
存
在
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
聴
講
料
が
、
現
在
の

学
費
（S

tudienbeiträge
）
な
の
だ
。

ま
さ
し
く
、
特
別
の
予
防
措
置
が
必
要
と
な
る
の
は
、
発
達
の
遅
れ
た
生
徒
や
、
障
害
を
持
っ
た
生
徒
の
教
育
に
目
を
向
け
る
場
合
で

あ
る
。
と
く
に
国
家
が
、
教
育
制
度
に
お
い
て
統
合
教
育
（Inklusion

）
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
障
害
を
持
っ
た
生
徒
も
、
自
身
の
与
え
ら
れ
た
状
況
に
適
切
な
教
育
へ
の
機
会
を
持
つ
こ
と
で
あ
る

（
39
）

。
と
り
わ
け
基
本

法
三
条
三
項
二
文
〔
障
害
を
理
由
と
し
た
不
利
益
の
禁
止
〕
に
よ
っ
て
、
こ
の
〔
国
家
の
〕
義
務
は
、
主
観
法
的
な
内
実
を
獲
得
す
る
。

（
三
）
大
学
の
学
費

そ
れ
に
対
し
て
、
大
学
に
お
け
る
学
費
の
徴
収
は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
に
違
反
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
の
判
例

が
一
致
し
て
明
ら
か
に
し
た

（
40
）

。
た
し
か
に
、
基
本
法
一
二
条
一
項
、
あ
る
い
は
同
様
の
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
保
障
は
、
個
々
人
が
有
す
る
次

の
原
則
的
権
利
を
保
障
す
る
。
す
な
わ
ち
、
入
学
の
主
観
的
前
提
条
件
を
満
た
す
場
合
に
、
大
学
に
よ
り
提
供
さ
れ
て
い
る
課
程
の
中
か

ら
特
定
の
課
程
を
決
定
し
、
さ
ら
に
全
員
に
妥
当
す
る
条
件
の
も
と
で
そ
の
課
程
を
修
了
す
る
権
利
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
学
に
お
い

て
無
料
で
勉
強
を
す
る
こ
と
の
請
求
権
が
、
そ
れ
ら
の
保
障
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

（
41
）

。

た
し
か
に
、
大
学
の
学
費
徴
収
は
、
基
本
権
と
関
連
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
学
費
の
徴
収
に
よ
っ
て
、
基
本
権
的
に
保
障
さ
れ
た

七
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
二
四
）

請
求
権
の
行
使
が
困
難
と
な
る
傾
向
が
あ
る
た
め
で
あ
る

（
42
）

。
周
知
の
よ
う
に
、
現
代
の
侵
害
概
念
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
的
に
保
護
さ
れ
た

利
益
に
対
す
る
事
実
上
の
制
約
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
立
法
者
に
対
し
責
任
を
負
わ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
な
い
し
は
そ
れ
が
「
客

観
的
に
職
業
を
規
律
す
る
傾
向
」
を
示
す
場
合
に
は
、
基
本
権
侵
害
と
な
る

（
43
）

。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
当
て
は
ま
る

（
44
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

侵
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
大
性
が
わ
ず
か
で
あ
る
た
め
、
比
例
性
を
満
た
し
て
い
る
。
判
例
は
、
国
際
人
権
Ａ
規
約
一
三
条
二
項

（
ｃ
）
の
違
反
を
否
定
し
た
。

（
四
）
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
モ
デ
ル
に
従
い
新
た
に
構
築
さ
れ
た
連
続
課
程
と
の
関
係
で
、
将
来
、
入
学
定
員
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
よ
り
多
く
の
学
生
に
、
よ
り
短
期
間
で
、
よ
り
安
く
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
（
学
士
）
と
い
う
学
問
修
了
証
を
与
え
る
こ
と
が
、

こ
こ
で
の
政
治
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
修
了
者
の
う
ち
、
ご
く
一
部

│
計
算
に
よ
れ
ば
約
二
五
│
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト

│
だ
け
が
、

そ
の
後
マ
ス
タ
ー
（
修
士
）
の
学
位
を
取
得
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
者
は
大
学
を
去
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
は
、
文
部

官
僚
機
構
に
よ
っ
て
、
職
業
適
格
を
付
与
す
る
修
了
証
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
そ
し
て
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
関
す
る

問
題
も
片
付
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
構
想
は
、
う
ま
く
い
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

労
働
市
場
は
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
修
了
者
た
ち
を
決
し
て
歓
迎
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
公
務
員
を
除
け
ば
、
大
学
課
程
改
革
に
関
わ
る
職

業
法
上
の
保
護
は
、
視
野
に
な
い
。
し
か
し
、〔
バ
チ
ェ
ラ
ー
課
程
の
〕
修
了
が
た
だ
机
上
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
職
業
の
適
格
を

有
し
な
い
と
す
れ
ば
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
に
対
し
て
、
す
で
に
存
在
す
る
マ
ス
タ
ー
の
学
生
定
員
枠
へ
の
、
機
会
に
お
い
て
平
等
な
ア
ク
セ
ス

が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
マ
ス
タ
ー
の
学
生
数
を
、
予
定
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
劇
的

＊
訳
注
九

七
二



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
二
五
）

に
増
加
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
者
た
ち
は
、〔
前
述
の
〕
大
学
入
学
定
員
判
決
を
引
き
継
い
で
、

お
そ
ら
く
請
求
権
を
も
有
す
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
職
業
上
は
何
も
な
い
よ
う
な
状
況
で
終
了
し
、
ま
と
も
に
職
業
適
格
を
付
与
す

る
修
了
〔
段
階
〕
ま
で
続
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
何
百
と
い
う
課
程
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
過
少
保
護
禁
止
に
対
す
る
違
反
と
な
る
か

も
し
れ
な
い
の
だ
。
現
実
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
大
学
政
策
と
い
え
ど
も
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

六　

教
育
を
受
け
る
権
利
の
意
味
変
容

我
々
は
、
個
人
と
社
会
の
生
活
条
件
を
包
括
し
た
、
変
革
の
時
代
を
生
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
遠
距
離
通
信
の
分
野
に
お
け
る
科
学
技

術
の
発
展
や
、
ほ
と
ん
ど
境
界
の
な
い
移
動
可
能
性
（M

obilität

）、
ま
た
、
結
婚
・
家
族
・
教
会
・
政
党
お
よ
び
労
働
組
合
と
い
っ
た
伝

統
的
な
団
体
の
結
び
つ
き
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
移
住
お
よ
び
老
齢
化
、
さ
ら
に
、
伝
統
的
な
任
務
か
ら
の
国
家
の
部
分
的
撤
退
な

ど
、
こ
の
ほ
か
に
も
様
々
な
こ
と
が
、
私
た
ち
の
文
化
を
特
徴
づ
け
て
き
たB

ildung

の
構
想
に
、
新
た
な
試
練
を
与
え
て
い
る
。
法
秩

序
に
お
け
る
個
人
の
役
割
に
つ
い
て
の
見
方
が
変
化
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
主
観
的
公
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
、
憲
法
／
Ｅ
Ｕ
法
／
行
政

の
法
律
適
合
性
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
有
し
う
る
、
基
本
的
に
好
ま
し
い
影
響
に
つ
い
て
の
見
方
も
ま
た
、
変
化
し
て
い
る

（
45
）

。
そ
れ
と
結

び
つ
い
て
、
教
育
を
受
け
る
権
利
を
単
に
、
現
に
存
在
す
る
教
育
機
関
へ
の
、
機
会
に
お
い
て
平
等
な
配
分
請
求
権
を
表
す
符
号

（C
hiff re

）
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ

│
と
く
に
Ｅ
Ｕ
法
な
ら
び
に
国
際

法
に
導
か
れ
て

│
、
具
体
的
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
も
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
人
口
流
出
に
お
び
や
か

さ
れ
る
地
域
に
住
む
生
徒
た
ち
や
、
滞
在
資
格
の
な
い
人
々
の
子
供
達
や
、
優
秀
な
生
徒
な
ら
び
に
障
害
を
持
つ
子
供
、
そ
し
て
さ
ら
に

は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
の
犠
牲
と
な
っ
た
世
代
に
と
っ
て
も
、
教
育
を
受
け
る
人
権
が
、
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

七
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
二
六
）

【
訳
者
解
題
】　

本
稿
は
、
去
る
二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
日
に
、
日
本
大
学
に
お
い
て
ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー
教
授
が
講
演
を
行
っ

た
際
に
用
い
た
論
文
を

│
講
演
当
日
に
省
略
さ
れ
た
箇
所
も
含
め
て

│
全
訳
し
た
も
の
で
あ
る
（
独
語
論
文
は
、A

rchiv des 

öff entlichen R
echts, B

eiheft 2014, S
. 13 ff .

に
収
め
ら
れ
て
い
る
）。

筆
者
の
ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー
教
授
（
一
九
五
九
年
│

）
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
て
ペ
ー
タ
ー
・
バ
ド
ゥ
ー
ラ
教
授
（
一
九
三
四
年
│

）

の
下
、
博
士
論
文
お
よ
び
教
授
資
格
請
求
論
文
を
執
筆
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
幾
つ
か
の
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
の
ち
、
二
〇
〇
二
年
よ
り
、

バ
ド
ゥ
ー
ラ
教
授
の
後
継
者
と
し
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
の
教
授
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
職
務
の
か
た
わ
ら
、
二
〇
〇
九
年
か
ら

約
一
年
間
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
の
内
務
大
臣
を
務
め
、
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
裁
判
官
を
務
め

て
い
る
。

本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
で
十
分
に
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
に
つ
い
て

│
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
や
私
立
大
学
の
登
場
な
ど

│
現
代
ド
イ
ツ
の
社
会
状
況
・
政
治
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
つ
つ
、
考
察
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
近
時
の
（
裁
）
判
例
に
も
幅
広
く
言
及
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
基
本
法
に
は

│

独
自
の
歴
史
的
経
緯
か
ら

│
教
育
を
受
け
る
権
利
の
規
定
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
ラ
ン
ト
憲
法
に
お
い
て
そ
れ
は
明
示
的

に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
種
々
の
国
際
的
な
人
権
条
約
に
お
い
て
も
、
当
該
権
利
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、（
ラ
ン

ト
憲
法
で
の
保
障
の
意
義
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
態
度
を
示
し
つ
つ
）
Ｅ
Ｕ
法
お
よ
び
国
際
法
に
お
け
る
権
利
保
障
に
よ
り
、

│
単
な
る
国
家

の
義
務
を
越
え
て

│
個
人
の
具
体
的
権
利
が
、
場
合
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
教
授
は
、
本
稿
に
つ
い

て
「
素
描
（S

kizze

）
に
過
ぎ
な
い
」
と
仰
っ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
の
全
体
構
造
を

的
確
か
つ
簡
潔
に
描
写
し
、
現
代
に
お
け
る
当
該
権
利
の
意
味
変
容
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
大
変
示
唆
に

七
四



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
二
七
）

富
む
論
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

訳
語
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
るB

ildung

の
語
は
、（
筆
者
が
冒
頭
で
触
れ
て
い
る
通
り
）
ド
イ
ツ
語
特
有
の
も
の

で
あ
り
、
翻
訳
が
困
難
で
あ
る
。
日
本
の
憲
法
学
で
は
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
と
い
う
言
葉
遣
い
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿

で
は
、
基
本
的
に
はB

ildung

を
「
教
育
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
ほ
か
の
語

│
と
り
わ
けE

rziehung

│
と
の
異

同
が
問
題
と
な
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
両
者
を
分
け
ず
に
「
教
育
」
と
訳
し
て
い
る
（
な
お
、A

usbildung

に
は
原
則
と
し
て
「
養
成
」

の
訳
語
を
当
て
た
）。
こ
の
点
、
読
者
の
ご
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

ま
た
、
本
論
文
の
元
来
の
タ
イ
ト
ル
は
、R

echt auf B
ildung in S

chule und H
ochschule

で
あ
り
、「
学
校
お
よ
び
大
学
に
お
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て0

教
育
を
受
け
る
権
利
」
と
で
も
訳
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
、
日
本
で
は
初
等
・
中
等
教
育
の
場
と
し
て
の
「
学
校
」
と
高
等

教
育
の
場
と
し
て
の
「
大
学
」
が
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
両
者
と
も
、
学
校
0

0

教
育
法
に
関
連
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
直
訳
の
タ
イ
ト
ル
は
か
え
っ
て
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
な
る
考
え
、
刊
行
に
あ
た
っ
て
標
題
を
変
更
さ
せ
て
頂
い
た
。
ま
た
、

読
者
の
便
宜
の
た
め
の
訳
注
を
幾
つ
か
付
し
た
ほ
か
、〔　

〕
内
で
、
訳
者
に
よ
る
補
足
を
行
っ
た
箇
所
が
あ
る
。

末
筆
と
な
っ
た
が
、
こ
の
度
、
小
田
司
教
授
の
紹
介
で
、
論
文
の
翻
訳
お
よ
び
当
日
の
通
訳
を
栗
島
が
担
当
す
る
運
び
と
な
り
、
さ
ら

に
、
本
稿
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
甲
斐
素
直
教
授
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
両
教
授
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上

げ
る
。

 

（
栗
島　

智
明
）

＊
訳
注
一
：
配
分
請
求
権
と
は
、
国
家
の
給
付
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
い
う
。
本
稿
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
本
源
的
（
直
接
的
）

七
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
二
八
）

配
分
請
求
権
と
派
生
的
配
分
請
求
権
と
が
分
け
ら
れ
、
前
者
は
、
国
家
給
付
制
度
の
新
た
な
創
設
や
拡
充
を
求
め
る
権
利
で
あ
り
、
他
方
、
後
者
は

既
存
の
国
家
給
付
制
度
の
下
で
そ
の
配
分
へ
の
平
等
な
参
加
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
。

＊
訳
注
二
：「
代
替
学
校
（E

rsatzschule

）」
と
は
、
ド
イ
ツ
の
私
立
学
校
の
う
ち
、
基
本
法
七
条
四
項
二
文
以
下
に
い
う
国
の
認
可
を
受
け
た
も
の

を
い
う
。
な
お
、
私
立
学
校
に
は
ほ
か
に
、「
補
完
学
校
（E

rgänzungsschule

）」
が
あ
り
、
こ
れ
は
所
轄
官
庁
へ
の
届
出
に
よ
り
設
立
す
る
こ
と

が
で
き
、
一
般
の
学
校
と
は
大
き
く
異
な
る
授
業
内
容
を
提
供
で
き
る
一
方
で
、
原
則
と
し
て
補
完
学
校
に
よ
り
就
学
義
務
を
満
た
す
こ
と
は
で
き

な
い
（
参
照
、B

V
erfG

E
 27, 195 

﹇201 f.

﹈）。

＊
訳
注
三
：
国
民
学
校
（V

olksschule

）
は
、
最
初
の
八
年
間
の
学
校
教
育
を
担
う
教
育
機
関
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
で
は
戦
後
も
し
ば
ら
く
存
在
し

た
が
、
一
九
六
〇
年
代
│

七
〇
年
代
に
か
け
て
、
小
学
校
（
一
│

四
学
年
）
と
ハ
ウ
プ
ト
シ
ュ
ー
レ
（
五
│

九
学
年
）
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
そ
こ

で
、
こ
ん
に
ち
「
国
民
学
校
」
と
い
う
場
合
に
は
、
小
学
校
お
よ
び
ハ
ウ
プ
ト
シ
ュ
ー
レ
を
指
す
。

＊
訳
注
四
：
二
〇
一
一
年
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
│

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
で
政
府
と
野
党
の
間
で
合
意
が
成
立
し
、
そ
の
後
一
二
年
間
の
あ
い
だ
、
一
定

の
学
校
制
度
が
存
立
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

＊
訳
注
五
：
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
宣
言
（
一
九
九
九
年
）
に
基
づ
く
「
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
」
に
よ
り
、
バ
チ
ェ
ラ
ー

0

0

0

0

0

（
学
士
）
と
マ
ス
タ
ー

0

0

0

0

0

（
修
士
）

の0

二0

段
階
制
度

0

0

0

0

が
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
の
両
者
を
接
続
し
た
課
程
が
、「
連
続
課
程
（konsekutiver S

tudiengang

）」
と
呼
ば
れ
る
。
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
後
掲
訳
注
九
も
参
照
。

＊
訳
注
六
：
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
、
大
学
で
の
学
費
は
徴
収
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
（
旧
西
ド
イ
ツ
の
）
多
く
の
ラ

ン
ト
に
お
い
て
、
学
費
徴
収
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
の
後
、
政
権
交
代
等
に
よ
っ
て
、
学
費
シ
ス
テ
ム
は
各
ラ
ン
ト
で
再
び
廃

止
さ
れ
る
に
至
り
、
二
〇
一
三
年
度
の
冬
学
期
か
ら
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
学
費
の
徴
収
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

＊
訳
注
七
：
第
一
次
法
（P

rim
ärrecht

）
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
を
中
心
と
し
た
、
Ｅ
Ｕ
法
の
第
一
次
的
な
法
源
で
あ
り
、
こ
れ
ら

を
根
拠
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
第
二
次
法
（S

ekundärrecht

）
が
制
定
さ
れ
る
（
後
者
は
、
派
生
法
と
も
呼
ば
れ

る
）。

＊
訳
注
八
：
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
お
よ
び
通
説
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
に
関
わ
る
立
法
は
、
上
限
に
お
い
て
、
基
本
権
に
対
す
る
過
剰
な
制
約
で

七
六



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
二
九
）

あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
他
方
、
下
限
に
お
い
て
立
法
者
は
、
基
本
権
を
保
護
す
る
義
務
を
適
切
に
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
参
照
、B

V
erfG

E
 

88, 203 

﹇254

﹈）。
前
者
が
「
過
剰
侵
害
禁
止
（Ü

berm
aßverbot

）」
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
「
過
少
保
護
禁
止
（U

nterm
aßverbot

）」

と
呼
ば
れ
る
。

＊
訳
注
九
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
大
学
の
学
修
課
程
と
学
位
の
構
造
を
共
通
化
す
る
た
め
、
一
九
九
九
年
、
二
九
の
国
々
の
代
表
者
が
集
ま
り
、
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
宣
言
を
採
択
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
く
「
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
」
の
中
心
的
要
素
が
、
上
述
の
通
り
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
（
学
士
）
と
マ
ス

タ
ー
（
修
士
）
の
二
段
階
制
度
の
導
入
で
あ
る
。

（
1
） 

W
. von

 H
u

m
bold

t, R
echenschaftsbericht an den K

önig 

（1809

）, in: F
litner/G

iel 

（H
rsg.

）, W
ilhelm

 von H
um

boldt. W
erke in 

fünf B
änden, 1960‒81, B

d. IV
, S

. 218.

（
2
） 

H
.-J. P

apier, G
rundrechte und S

ozialordnung, in: M
erten/ders. 

（H
rsg.

）, H
G
R
 II, 2006, §

 30 R
n. 13.

（
3
） 

H
.-J. P

apier 

（F
n. 2

）, §
 30 R

n. 14.

（
4
） 

G
. Jellin

ek, D
as S

ystem
 der subjektiven öff entlichen R

echte, 2. A
ufl . 1919, S

. 86 ff .

（
5
） B

V
erfG

E
 33, 303/331 ‒ N

C
; 43, 291/313 ff .

（
6
） B

V
erfG

E
 33, 303/333.

（
7
） B

V
erfG

E
 125, 175 ff . ‒ H

artz IV
; B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 1024 ff . ‒ §

 3 A
sylbL

G
.

（
8
） B

V
erfG

E
 45, 400/417 ‒ gym

nasiale O
berstufe.

（
9
） B

V
erw

G
E
 47, 201/206; 56, 155/158.

（
10
） 
P. B

ad
u

ra, in: M
aunz/D

ürig, G
G
, II, A

rt. 7 R
n. 109 

（S
tand Juni 2007

）. 

さ
ら
に
参
照
、B

V
erfG

E
 41, 29/44 ff .; A

. S
ch

m
itt-

K
am

m
ler/

M
. T

h
iel, in: S

achs 

（H
rsg.

）, G
G
, 6. A

ufl . 2011, A
rt. 7 R

n. 61.

（
11
） 

P. M
. H

u
ber, B

undesverfassungsrecht und L
andesverfassungsrecht, N

dsV
B
l. 2011, 233/238 f.

七
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
三
〇
）

（
12
） B

V
erfG

E
 7, 377 ff. ‒ A

potheken; 33, 303/330 f. ‒ N
C
; 59, 172/199; B

V
erw

G
E
 42, 296/300; B

ayV
G
H
E
 54, 52/59 ‒ 

Z
w
eitstudiengebühren.

（
13
） B

ayV
erfG

H
E
 21, 59/66; 28, 143/159; 28, 184/191; 38, 16 /23, 27.

（
14
） B

ayV
erfG

H
E
 24, 1/25; 35, 126 /136.

（
15
） 

P. M
. H

u
ber, K

onkurrenzschutz im
 V

erw
altungsrecht, 1991, S

. 438.

（
16
） 

P. B
ad

u
ra 

（F
n. 10

）, A
rt. 7 R

n. 5 

（S
tand Juni 2006

）.

（
17
） E

uG
H
, U

rt. v. 15.3.2005 ‒ R
s. C

 209/03 ‒ B
idar, S

lg, 2005, I-2119.

（
18
） E

uG
H
, U

rt. v. 20.9.2001 ‒ R
s. C

 184/99 ‒ G
rzelczyk, S

lg 2001, I-6193; U
rt. v. 11.07.2002 ‒ R

s. C
 224/98 ‒ D

´
H
oop, S

lg. 

2002, I-6191; 

こ
れ
に
つ
き
、
基
本
的
文
献
と
し
て
、C

. C
alliess, D

er U
nionsbürger: S

tatus, D
ogm

atik und D
ynam

ik, in: H
atje/

H
uber 

（H
rsg.

）, U
nionsbürgerschaft und soziale R

echte, E
uR

 B
eiheft 1/2007, S

. 7 ff .; F. W
ollen

sch
läger, G

rundfreiheit ohne 

M
arkt, 2007.

（
19
） 

異
な
っ
た
立
場
と
し
て
、C

. L
an

gen
feld, S

oziale G
rundrechte, in: M

erten/P
apier 

（H
rsg.

）, H
G
R
 V

I/1, 2010, §
 163 R

n. 19 

A
nm

. 49.

（
20
） 

P. M
. H

u
ber, A

uslegung und A
nw

endung der C
harta der G

rundrechte, N
JW

 2011, 2385/2388｠ff .

（
21
） 

P. M
. H

u
ber, U

nitarisierung durch G
em

einschaftsgrundrechte ‒ Z
ur Ü

berprüfungsbedürftigkeit der E
R
T
-R

echtsprechung, 

E
uR

 43 

（2008

）, 189 ff . = E
l C

ronista del E
stado social y dem

ocrático de derecho 2008, 56 ff . = E
P
L
 14 

（2008

）, 323 ff . = 

R
ivista italiana di D

iritto pubblico com
m
unitario 19 

（2009
）, 1 ff .

（
22
） 

C
. L

an
gen

feld 

（F
n.19

）, §
 163 R

n.｠19.

（
23
） 

一
方
で
は
、E

uG
H
, B

eschl. v. 1.3.2011 ‒ R
s. C

-457/09 ‒ C
laude C

hartry/É
tat belge, S

lg. 2011, I-819; 

他
方
で
は
、E

uG
H
, 

U
rt. v. 22.12.2010 ‒ R

s. C
-279/09 ‒ D

E
B
, S

lg. 2010, 13849; U
rt. v. 8.3.2011 ‒ R

s. C
 ‒ 34/09 ‒ R

uiz Z
am

brano, S
lg. 2011, 

I-1177; W
. C

rem
er, D

er A
nw

endungsbereich der U
nionsgrundrechte unter dem

 E
influss von G

rundrechtecharta und ihren 

七
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
三
一
）

V
orbehalten, in: K

ischel/M
asing 

（H
rsg.

）, U
nionsgrundrechte und D

iskrim
inierungsverbote im

 V
erfassungsrecht, 2012, S

. 17 

ff .; P. M
. H

u
ber 

（F
n. 21

）, 190/196 f.; d
ers., 

（F
n. 20

）; 

異
な
る
見
解
と
し
て
、F. S

ch
och, D

ie D
urchsetzung von U

nionsgrund-

rechten durch europäisches S
ekundärrecht ‒ S

trategien und P
roblem

e, in: K
ischel/M

asing 

（H
rsg.

）, ebenda, S
. 57/58.

（
24
） 

K
. L

en
aerts, U

ntersuchung zu den G
renzen der E

U
-G

rundrechtecharta, V
ortrag auf der T

agung der S
ektion der 

Internationalen Juristenkom
m
ission

（
未
公
刊
）.

（
25
） E

G
M

R
, E

ntsch. v. 13.9.2011 ‒ 319/08 ‒ D
. u.a./D

eutschland.

（
26
） E

G
M

R
, U

rt. v. 25.3.1993 ‒ 13134/87 ‒ C
ostello-R

oberts/V
ereinigtes K

önigreich, R
n. 27; E

ntsch. v. 27.4.1999 ‒ 44888/98 

‒ M
artins C

asim
iro und C

erveira F
erreira/L

uxem
burg; E

ntsch. v. 6.10.2009 ‒ 45216/07 ‒ J. A
. und E

ltern/D
eutschland.

（
27
） 

二
項
：
こ
の
規
約
の
締
約
国
は
、
一
項
の
権
利
の
完
全
な
実
現
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
を
認
め
る
。

（
ａ
）　

初
等
教
育
は
、
義
務
的
な
も
の
と
し
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
無
償
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
ｂ
）　

種
々
の
形
態
の
中
等
教
育
（
技
術
的
及
び
職
業
的
中
等
教
育
を
含
む
。）
は
、
す
べ
て
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
特
に
、
無
償
教
育
の
漸

進
的
な
導
入
に
よ
り
、
一
般
的
に
利
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
ｃ
）　

高
等
教
育
は
、
す
べ
て
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
特
に
、
無
償
教
育
の
漸
進
的
な
導
入
に
よ
り
、
能
力
に
応
じ
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て

均
等
に
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
ｄ
）　

基
礎
教
育
は
、
初
等
教
育
を
受
け
な
か
っ
た
者
ま
た
は
そ
の
全
課
程
を
修
了
し
な
か
っ
た
者
の
た
め
、
で
き
る
限
り
奨
励
さ
れ
又
は
強
化

さ
れ
る
こ
と
。

（
ｅ
）　

す
べ
て
の
段
階
に
わ
た
る
学
校
制
度
の
発
展
を
積
極
的
に
追
求
し
、
適
当
な
奨
学
金
制
度
を
設
立
し
お
よ
び
教
育
職
員
の
物
質
的
条
件
を

不
断
に
改
善
す
る
こ
と
。

三
項
：
こ
の
規
約
の
締
約
国
は
、
父
母
及
び
場
合
に
よ
り
法
定
保
護
者
が
、
公
の
機
関
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
学
校
以
外
の
学
校
で
あ
っ
て
国
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
る
最
低
限
度
の
教
育
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
児
童
の
た
め
に
選
択
す
る
自
由
な
ら
び
に
自
己
の
信
念
に

従
っ
て
児
童
の
宗
教
的
お
よ
び
道
徳
的
教
育
を
確
保
す
る
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

七
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
三
二
）

四
項
：
こ
の
条
の
い
か
な
る
規
定
も
、
個
人
お
よ
び
団
体
が
教
育
機
関
を
設
置
し
お
よ
び
管
理
す
る
自
由
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
常
に
、
1
に
定
め
る
原
則
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
お
よ
び
当
該
教
育
機
関
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
教
育
が
国
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
最
低
限

度
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

（
28
） 

C
. L

an
gen

feld 

（F
n. 19

）, §
 163 R

n. 16.

（
29
） B

V
erw

G
E
 134, 1 ff. 

（dort R
n. 46

）; B
V
erw

G
, B

uchholz｠421.2 H
ochschulrecht N

r. 160 

（dort S
. 41 f.

）; B
V
erw

G
, 

B
uchholz 421.2 H

ochschulrecht N
r. 163 

（dort S
. 2 ff .

）; 

異
な
る
見
解
と
し
て
、B

T
.-D

rucks. 7/658, 18 ff .; O
V
G
 M

ünster, D
V
B
l 

2007, 1442 ff . 

は
、
国
内
的
妥
当
性
と
直
接
適
用
可
能
性
を
厳
密
に
分
け
て
い
る; S

chw
zB

G
, U

rt. v. 8.4.2004 ‒ 2 P
 223/03; D

. 

M
u

rsw
iek, G

rundrechte als T
eilhaberechte, soziale G

rundrechte, in: Isensee/K
irchhof 

（H
rsg.

）, H
S
tR

 IX
, 3. A

ufl . 2011, §
 

192 R
n. 49.

（
30
） 

一
般
的
な
議
論
と
し
て
参
照
、B

V
erw

G
E
 87, 11/13; B

V
erw

G
E
 92, 116/118; B

V
erw

G
, B

uchholz 402.24 §
 7 A

uslG
 N

r. 43 

（dort S
. 75

）.

（
31
） 

P. B
ad

u
ra 

（F
n. 10

）, A
rt. 7 R

n. 5 
（S

tand Juni 2006

）.

（
32
） B

V
erfG

E
 125, 175/222 ‒ H

artz IV
.

（
33
） B

V
erfG

E
 125, 175/223 ‒ H

artz IV
.

（
34
） 

そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
ブ
レ
ー
メ
ン
憲
法
三
二
条
二
項
。

（
35
） V

G
 A

achen, B
eschl. v. 22.12.2009 ‒ 9 L

 446/09, juris.

（
36
） 

異
な
る
見
解
と
し
て
、J. P. T

h
u

rn
/

F. R
eim

er, H
om

eschooling als O
ption?, N

V
w
Z
 2008, 718/720

が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
親
の
教

育
権
と
子
供
の
教
育
へ
の
請
求
権
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い
を
十
分
に
顧
慮
し
て
い
な
い
。

（
37
） 

そ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、O

V
G
 M

ünster, N
W

V
B
l｠2012, 235 ff . ‒ F

ilm
vorführung „K

rabat“; 

男
女
合
同
の
水
泳
の

授
業
に
つ
き
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、O

V
G
 B

rem
en, N

ordÖ
R
｠2012, 423 ff .; O

V
G
 M

ünster, D
Ö
V
｠2009, 82 ff .

（
38
） 

そ
れ
に
つ
き
例
え
ば
参
照
、§

 22 der S
atzungen für die S

tudierenden an den bayerischen U
niversitäten v. 24.4.1923 

（K
M

B
l. 

八
〇



ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
（
甲
斐
・
栗
島
）

（
六
三
三
）

S
. 44 = B

ereinigte S
am

m
lung der V

erw
altungsvorschriften des B

ayerischen S
taatsm

inisterium
s für U

nterricht und K
ultus 

1865‒30.6.1957, B
and I, 1865‒1954, 1958

）; 

さ
ら
に
、
前
近
代
憲
法
的
な
権
限
付
与
に
基
づ
い
た
政
令
と
し
て
参
照
、V

erordnung über 

die E
rhebung von B

enutzungsgebühren an der S
taatlichen H

ochschule für M
usik in M

ünchen v. 18.9.1959 

（G
V
B
l. S

.｠236

）.

（
39
） 
例
え
ば
参
照
、S

G
 H

ildesheim
, B

eschl. v. 30.8.2012 ‒ S
 42 A

Y
 140/12 E

R
 ‒ Integrationshelfer für S

chulbesuch, juris.

（
40
） B

ayV
erfG

H
, B

ayV
B
l｠2009, 593 ff .; O

V
G
 H

am
burg, D

V
B
l｠2010, 798 ff .

（
41
） B

V
erw

G
E
 102, 142/146; 115, 32/37; V

G
 M

inden, D
Ö
V
 2007, 617 ff .; 

こ
れ
は
、O

V
G
 M

ünster, D
V
B
l 2007, 1442 ff . 

に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。

（
42
） 

そ
の
傾
向
に
あ
る
も
の
と
し
て
、B
V
erw

G
E
 102, 142/146 f.; B

V
erw

G
, N

V
w
Z
 2002, 206/207 ‒ S

tudiengebühr bei 

Ü
berschreitung der R

egelstudienzeit. 

後
者
の
判
決
は
、
理
由
付
け
に
お
い
て
は
や
や
誤
解
を
招
く
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
正
当
に
も
次
の
よ
う

に
説
示
し
た
。「
憲
法
上
の
入
学
請
求
権
は
、
自
身
の
選
ん
だ
大
学
で
無
料
で
勉
強
す
る
自
由
ま
で
は
及
ば
な
い
。」; 

こ
れ
に
対
し
、
学
籍
登
録
維

持
金
（R

ückm
eldegebühren

）
に
関
す
る
判
決
でB

V
erfG

E
 108, 1 ff .

は
、
単
に
基
本
法
二
条
一
項
を
考
慮
し
た
に
と
ど
ま
る
。

（
43
） 

こ
の
点
に
つ
き
、B

V
erfG

E
 105, 252 ff . ‒ G

lykol; 105, 279 ff . ‒ O
sho; 

重
大
性
（Intensität

）
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、

B
V
erw

G
E
 87, 37/44 ‒ D

E
G
; 

目
的
志
向
性
（F

inalität

）
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、B

V
erw

G
E
 90, 112/121 ‒ O

sho. 

も
っ
と
も
、
諸
基

準
の
意
義
お
よ
び
重
み
づ
け
に
つ
い
て
は
相
違
が
あ
る
。
参
照
、M

. A
lbers, F

aktische G
rundrechtsbeeinträchtigungen als 

S
chutzbereichsproblem

, D
V
B
l 1996, 233/235 

（dort A
nm

. 26

）; H
. B

eth
ge, D

er G
rundrechtseingriff , V

V
D
S
tR

L
 57 

（1998

）, 7 

ff.; C
. G

u
sy, V

erw
altung durch Inform

ation, N
JW

 2000, 977/983 f.; P. M
. H

u
ber 

（F
n. 15

）, S
. 226 ff.; d

ers., A
llgem

eines 

V
erw

altungsrecht, 2. A
ufl. 1997, S

. 71 ff.; d
ers., D

ie Inform
ationstätigkeit der öffentlichen H

and ‒ ein grundrechtliches 

S
onderregim

e aus K
arlsruhe?, JZ

 2003, 290/293; B
. Jean

 d
´H

eu
r/

W
. C

rem
er, D

er praktische F
all ‒ Ö

ffentliches R
echt: 

W
arnung vor S

ekten, JuS
 2000, 991/994; G

. M
a

n
ssen, G

rundrechte, 2000, R
n. 22, 109; P. L

erch
e, S

chutzbereich, 

G
rundrechtsprägung, G

rundrechtseingriff , in: Isensee/K
irchhof 

（H
rsg.

）, H
S
tR

 V
, 2. A

ufl . 2000, §
 121 R

n. 45 und 50; D
. 

M
u

rsw
iek, Z

ur W
irtschafts- und M

einungslenkung durch staatliches Inform
ationshandeln, D

V
B
l 1997, 1021/1023 f.; F. 

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）

（
六
三
四
）

S
ch

och, S
taatliche Inform

ationspolitik und B
erufsfreiheit, D

V
B
l. 1991, 667/670; B

. W
eber-D

ü
rler, D

er G
rundrechtseingriff , 

V
V
D
S
tR

L
 57 

（1998

）, 57｠ff .
（
44
） O

V
G
 M

ünster, D
V
B
l 2007, 1442 ff .

（
45
） 

P. M
. H

u
ber, D

ie B
ayerische V

erfassung als lebendige G
rundlage politischen und gesellschaftlichen L

ebens, B
ayV

B
l. 

2012, 257/259; J. M
asin

g, D
er R

echtsstatus des E
inzelnen im

 V
erw

altungsrecht, in: H
offm

ann-R
iem

/S
chm

idt-A
ßm

ann/

V
oßkuhle 

（H
rsg.

）, G
V
w
R
 I, 2. A

ufl . 2012, §
 7 R

n. 91; 

こ
の
考
え
方
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
さ
ら
に
、B

V
erfG

E
 89, 

155/182; 126, 267/330; B
V
erfG

E
, 129, 124 R

n. 101; 

よ
り
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
し
て
、E

uG
H
, U

rt. v. 12.5.2011 ‒ R
s. C

-115/09 ‒ 

T
rianel K

ohlekraftw
erk, S

lg. 2011, I-3673.

八
二



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


